
茨木市障害者地域自立支援協議会定例会（第 120 回）議事録 

令和５年３月 23日（木）10：00～ 

場所：ハートフル４階大会議室 

 司会：藍野療育園 

記録：ぽぽんがぽん 

 

１  2 月事務局会議・３月事務局会議の報告について 

【資料１】２月事務局会議議事録 

資料参照 

質疑：特になし。 

 

【資料２】３月事務局会議議事録 

資料参照 

部会・PTの振り返りシート（締切 3月 24日（金）） 

部会・ＰＴ企画シート（締切４月 10日（月）） 

質疑：特になし 

 

２ 定例会メンバーからの報告・意見交換 

【資料３】定例会シート 

【資料４】地域移行・地域定着部会グループワークまとめ 

 ★地域移行・地域定着部会 

施設チームでグループワークを実施（１１月） 

意見を出し合い、課題ごとに分類した。 

地域移行を進めていくために、選択肢の一つとしてグループホームの情報を集約できた

らと思っている。また事業所連絡会にも協力依頼する。 

 

 ★事業所連絡会 

3/8虐待防止研修会開催 

オンラインで通信障害あり 

YouTube公開を予定（レコーディングも不具合あり、切れている部分あり） 

 

質疑応答 

研修啓発 PTへ 

今年度実施した研修動画について（講師：永田 拓氏） 

事業所連絡会 居宅介護部会でもう一度見たい要望があり、検討して回答予定。 



茨木支援学校へ 

障害者手帳がないので、CSWにつないだケース。委託相談等ではなく CSWにつないだ経

緯を知りたい。 

→元々、母と CSW がつながっていたこともあり、相談できるところを確保するという意味で

CSWにつないだ。 

高槻支援学校やとりかい高等支援学校には障害者手帳がない生徒もいると聞くが、茨木

支援学校にもいるのか？→少ないがいる。 

 

３  令和５年度自立支援協議会予定 

【資料５】令和５年度  茨木市障害者地域自立支援協議会会議予定表（仮） 

事務局会議：４月、５月、１２月は定例の第一火曜日ではない。 

定例会：定例会は４月開催、その後奇数月。偶数月は臨時開催を基本。12 月12 日に第２ 

回全体会開催のため、１１月定例会を予備開催月とし、１０月に開催する。 

◎質疑応答 

参加人数の制限等はあるのか。 

→基本は１事業所１人。２名参加希望を受け、定員を記載している。定員の少ない会議 

（R5.11.7、定員 24 名）等は参加人数を意識していただきたい。 

第１回全体会の日程は確定か→確定。 
 

４ 災害が起こった際の障害者支援の取組（現状と課題） 

【資料６】各基幹・事業所・部会等災害対策まとめ 

◎補足説明 

・相談支援部会 

避難所の状況等についてはバリアフリー連絡会等が調査していたので、確認したい。 

・茨木支援学校 

避難訓練をしているが、訓練慣れしていることを問題だと思っている。想定しているル

ートが使用できないときの訓練も考えたい。 

・障害者避難所 PT 

一時避難所、指定避難所にガイドブックを提供している。ガイドブックでは避難所に

着いてからの配慮について記載。地域福祉課が主として動いている「個別避難計画」

との関連も頭に入れておく。 

・障害者相談支援センター 

保健福祉センター連絡会にて、個別避難計画についての取組に参加。 

・障害福祉サービス事業所 

災害対策に関して部会等で継続として考えていくことが必要だと思う。 

 



◎質疑応答 

・個別避難計画とは？ 

→災害対策基本法改正により、作成が努力義務となったもの 

災害時避難行動要支援者名簿：障害者手帳所持状況や本人の希望等により登

録。平時から避難支援等関係者に情報提供。個別避難計画の作成希望有無の

確認が必要。   

 

・Anpis とはなにか（障害者相談支援センターで活用している安否確認システム） 

→災害が発生するとメール等が自動で配信され、従業員の安否や出勤可否の確認

依頼が届くシステム 

 

◎今後について（福祉総合相談課） 

具体的に取り組むべきことが決まらないうちは、定期的に災害対策についての進捗確

認を行っていく。その際に協議会として取り組める内容があれば、年度初め、途中問わず

ＰＴ・ＷＧを設置できたらと考えている。 

定例会シートを記載月（年４回）に各機関等での災害対策や課題について修正・追記

し、定期的に各機関等での進捗確認をしていく。 

 

５ その他 

・共同事務費について 

３月の事務局会議議録参照。 

イベントの際に着用できる協議会ジャンパーを制作（46,000円程度） 

・令和５年度定例会構成員について、全体会委員について 

相談支援部会の相談支援事業所を除き、関係機関に推薦依頼等を送付済。 

定例会構成員について、各機関、事業所、部会等で参加者が変更になる場合は３月 31 日

（金）までに福祉総合相談課にお知らせください。 

・新型コロナ感染症に関連するマスク着用状況等について 

3/13のマスク緩和について国や市、事業所の状況を共有したい。 

→個人の判断となっている。事業所は着用している場合がほとんど。利用者でマスク 

着用していない人がいる。持病がある人が、不安になることもあるが、緩和により、着用を促

しにくい状況になった。感染症法上の位置づけが５類になる 5/8以降の状況も定例会等で

確認していきたい。 

 

○４月の定例会は、４月 27 日（木）10 時～ 

場所：本館６階第１会議室 

進行：ゆうあい、ひまわり 


